
 
政
令
第　
　
　

号

 

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
都
市
緑
地
法

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
十
二
条
、
古
都
に
お
け
る
歴
史

的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
七
条
第
一
項
、

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
七
条
第
二
項
、
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三

号
）
第
十
八
条
第
二
項
、
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
九
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三

 

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

 

（
都
市
緑
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
四
条
第
九
項
第
六
号
」
を
「
第
十
四
条
第
九
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
ロ

中
（5）

 

「
堆
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
る
。

た
い



 

第
七
条
中
「
土
地
の
買
入
れ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
負
担
」
を
加
え
る
。

 
本
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

 

（
登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

 

第
十
六
条　

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

 

（
計
画
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
七
条　

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

 

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

国
土
交
通
大
臣
が
調
査
（
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
自
ら
行
う

 

場
合　

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

 

イ　

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者　

一
件
に
つ
き
百
二
十
万
円

 

ロ　

法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者　

一
件
に
つ
き
四
十
万
円

 

二　

国
土
交
通
大
臣
が
登
録
調
査
機
関
に
調
査
の
一
部
を
行
わ
せ
る
場
合　

別
に
政
令
で
定
め
る
額

 

（
登
録
調
査
機
関
が
行
う
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
認
可
）



第
十
八
条　

法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
調
査
機
関
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
手
数
料
の

額
及
び
調
査
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
し
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

 

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
数
料
の
額
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら

 

な
い
。

 

一　

手
数
料
の
額
が
当
該
調
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
要
す
る
費
用
の
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

 

二　

特
定
の
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 

（
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
八
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

 

「
堆
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
る
。

た
い

 

第
四
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
八

 
号
及
び
第
九
号
ロ

中
「
堆
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
い

（8）

ホ　

歴
史
的
風
土
保
存
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
地
区
内
の
土
地
に
お
け
る
機
能
維
持

 

増
進
事
業
の
実
施
の
方
針
に
従
つ
て
行
う
行
為

第
六
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
ホ

、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ホ

中

（5）

（4）

「

瓦

」
を
「
瓦
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
六
号
の
二
中
「
前
条
第
九
号
ホ

」
を
「
前
条
第
九
号
ヘ

」
に
改

か
わ
ら

（4）

（4）

め
、
同
条
第
七
号
及
び
第
十
二
号
中
「
地
貌
」
を
「
地
貌
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
堆
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め

ぼ
う

た
い

 

る
。

 

第
八
条
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

 

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
買
入
れ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
」
を
加
え
、

 

同
条
を
第
九
条
と
す
る
。



 

第
十
一
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

 
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
三
条　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
十
九
条
中
「
第
九
条
に
規
定
す
る
設
備
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

 

一　

第
九
条
に
規
定
す
る
設
備

二　

緑
地
又
は
緑
化
施
設
の
管
理
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
計
測
機
器
、
通
信
機
器
、
電
子
計
算
機
、
か
ん
水
設

 

備
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
設
備

三　

太
陽
光
そ
の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
か
ら
電
気
又
は
熱
を
得
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
国

 

土
交
通
省
令
で
定
め
る
設
備

 

四　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
設
備

 

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
四
条　

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
三
条
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。



 

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
及
び
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
五
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
二
条
の
五
第
三
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第

 

三
号

 

二　

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
第
七
条
第
三
号

 

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
及
び
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
六
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
土
地
の
買
入
れ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
負
担
」
を
加
え
る
。

 

一　

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
第
四
条

 

二　

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
第
七
条

 

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

 

第
七
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
八
条
第
八
項
」
を
「
第
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

一　

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
第
二
十
八

 

条
第
一
項
第
七
号



 

二　

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
十
二
号

 
三　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号

 

（
景
観
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
八
条　

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
十
三
号
中
「
第
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号

中
「
第
四
条
第
一
項
の
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
」
を
「
第
三
条
の
三
第
一
項
の
広
域
計
画
又
は
同
法
第
四

 

条
第
一
項
の
」
に
改
め
る
。

 

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

 

第
九
条　

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
八
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

三　

都
市
に
お
け
る
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ　

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
広
域
計
画
並
び
に
緑
地
確
保
指

 

針
及
び
優
良
緑
地
確
保
計
画



 

ロ　

都
市
緑
化
支
援
機
構
の
行
う
都
市
緑
地
法
第
七
十
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務

 
第
八
十
六
条
第
十
二
号
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
る
。

 

第
八
十
八
条
第
十
四
号
中
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び
公
園
緑
地
・
景
観
課
」
を
「
他
課
」
に
改
め
る
。

 

第
九
十
条
第
二
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
第
八
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
」
を
加
え
る
。

 

附　

則

こ
の
政
令
は
、
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
一
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

 

し
、
第
八
条
中
景
観
法
施
行
令
第
六
条
第
十
三
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

理　

由

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
優
良
緑
地
確
保
計
画
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定

め
る
等
都
市
緑
地
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


